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第１ 目的 

この基準は、第一種大麻草採取栽培者免許及び大麻の栽培地外への持ち出し許可について定め、公正な許認可事務を確保するとともに透明性の向上を

図ることを目的とする。 

 

第２ 定義 

この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 

１ 法令の規定  法令に定められた事項 

２ 審査基準   行政手続法（平成５年法律第 88 号）第５条に定める審査基準であり、申請により求められた許認可等をするかどうかを法令の定

めに従って判断するために必要とされる基準をいう。 

３ 指導基準   行政手続法第 36条及び神奈川県行政手続条例（平成７年神奈川県条例第１号）第 34条の趣旨に基づき、統一的な行政指導を行う

ための基準をいう。 

 

＜凡例＞ 

法令等の引用に当っては、次の略号を用いる。 

大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和 23年法律第 124号）第○○条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法第○○条 

大麻草の栽培の規制に関する法律施行令（令和６年政令第 282号）第○○条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・施行令第○○条 

大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則（昭和 23年厚生省・農林省令第１号）第○○条・・・・・・・・・・・・・・・・・施行規則第○○条 
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第３ 第一種大麻草採取栽培者免許関係 

法令の規定 審査基準 指導基準 

第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生

労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道

府県の知事（以下「都道府県知事」という。）の免許（以

下この章において単に「免許」という。）を受けなけれ

ばならない。（法第５条第１項） 

［施行規則第１条の２］ 

法第５条第１項の規定により第一種大麻草採取栽培

者の免許（以下この条、第３条、第４条、第７条、第７

条の３及び第８条（第５項を除く。）において単に「免

許」という。）を受けようとする者は、別記第１号様式

による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属

する都道府県の知事（以下「都道府県知事」という。）

に提出しなければならない。 

（１）免許を受けようとする者が個人であるときは、略

歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が

発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を

貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれら

に準ずるものとして特に認めるもの 

（２）免許を受けようとする者が法人又は団体である

ときは、定款及び登記事項証明書（これらに準ずる

ものを含む。） 

（３）免許を受けようとする者が法人又は団体である

ときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記

載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公

の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書

で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事

がこれらに準ずるものとして特に認めるもの 

（４）免許を受けようとする者（法人又は団体であると

きは、その業務を行う役員）に係る精神の機能の障

害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者

であるかないかに関する医師の診断書 

（５）免許を受けようとする者（法人又は団体であると

きは、その業務を行う役員）が法第５条第２項各号

のいずれにも該当しない旨の宣誓書 

１ 栽培目的等の妥当性  

大麻草の栽培について、栽培目的や事業計画が適切

なものであること。 

栽培目的が産業利用であり、単なる趣味・嗜好に基

づくものでないこと。 

事業計画が、大麻草の栽培から製造した製品の供給

までの一連の工程が明確かつ実現可能な内容であるこ

と。 

１ 麻薬に該当しない又は指定薬物を含有しない大

麻草の製品（飲食料品、化粧品、建築用資材その

他の資材、嗜好品、飼料、肥料、燃料）の原材料

を採取することを目的としていること。 

２ 栽培から製品の供給に至るまでの全ての過程が

明確になっていること、その過程に不正な点がな

いこと、実現可能なものであること。 

（１）栽培については、播種する大麻草の種子の量、

栽培方法、見込まれる大麻草の収穫量を明示す

ること。 

（２）製品の製造については、収穫した大麻草等を

加工し、最終製品が製造される過程を明示する

こと。なお、事業計画に加工が含まれている場

合は、事業計画書に大麻草の加工過程や加工設

備等の資料を添付すること。併せて、管轄の地

方厚生（支）局麻薬取締部にも連絡、相談する

こと。 

（３）供給については、販売の方法、需要の見込み

があること、不特定多数への販売ではない場合

は譲渡先の目処が立っていること。なお、「譲渡

先の目処が立っている」とは、契約締結に至る

必要はないが、申請時点で予定されている販売

先、販売量、販売価格等を具体的に明示するこ

とを意味する。 

２ 栽培管理  

（１）栽培地の場所及び面積が、その栽培目的、事業計

画等に照らして適切であり、過不足ないものである

こと。 

原則として栽培の面積が１アール（100 ㎡）以上

であること。 

 

（２）栽培を行う土地や保管施設等と事務作業スペース

が分離していること。 

採取した大麻が事務作業中に備品に紛れて紛失す

３ 事務作業スペースとは、大麻の保管施設とは別

に帳簿の記載等、大麻を取り扱わない業務を行う

スペースのことをいう。 
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法令の規定 審査基準 指導基準 

（６）栽培地の登記事項証明書 

（７）栽培地の区域を示す図面 

（８）栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有

者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を

受けようとする者が栽培地を使用することができ

る旨を証明する書類 

（９）免許を受けようとする者が現に法第２条第３項

の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し 

（10）事業計画書 

（11）業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を

示す図面及び写真 

（12）免許を受けようとする者が法人又は団体である

ときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書

の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する

使用関係を証する書類 

（13）免許を受けようとする者が法人又は団体である

ときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容

を記載した書類 

 

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与え

ない。（法第５条第２項） 

（１）第 12条の６第１項の規定により免許を取り消さ

れ、取消しの日から３年を経過していない者 

（２）麻薬中毒者（麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28

年法律第 14 号）第２条第１項第 25 号に規定する

麻薬中毒者をいう。） 

（３）拘禁刑以上の刑に処せられた者 

（４）未成年者 

（５）心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業

務を適正に行うことができない者として厚生労働

省令で定めるもの 

［施行規則第２条］ 

 精神の機能の障害により第一種大麻草採取栽培者の

業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができない者 

る等の事故等を防ぐ目的から、栽培を行う土地や保

管施設等と事務作業スペースの間は、壁や扉等によ

り明確に分離すること。 

（３）適切に保管できる施設を備えていること。 

  所有する大麻（栽培地において現に生育するもの

を除く。）を保管するため、自らがその大麻を業務上

取り扱う事務所内に鍵をかけた設備を備えること。 

また、所有する麻薬を保管する場合は、自らがそ

の麻薬を業務上取り扱う事務所内に鍵をかけた堅固

な設備を備えること。「鍵をかけた堅固な設備」とは、

麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金

庫（重量金庫）で、施錠設備のあるものをいい、手

提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出

し等は認められないこと。 

なお、栽培地外の保管施設に保管することも可能

であるが、大麻草を栽培地から当該栽培地外の保管

施設に持ち出す際には持ち出し許可を受けること。 

（４）栽培地や大麻の保管施設等の管理体制が適切なも

のであること。 

日常的に栽培管理状況を確認できる体制であるこ

と。 

大麻草の栽培については、栽培者自身が実地に管

理すること。 

法人又は団体である場合（自然人が他人に指示の

上、栽培等の補助を行わせる場合を含む。以下同じ。）

は、栽培、保管管理等、関連する工程に係る責任分

担を明確にし、監督者がこれを統括するとともに、

各工程の責任者が密接に連携でき、かつ相互チェッ

クが可能な組織及びシステムを確保していること。 

また、栽培に従事する者が明確になっていること。 

 

 

 

４ 栽培地内に大麻を業務上取り扱う事務所があれ

ば、その中に保管設備を設置することは可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 免許を受けようとする者自身が、実地に管理で

きる状況にあること。「実地に管理」とは、現場で

直接かつ専従して行うことを意味し栽培業務の常

勤であることが必要だが、不在時において、当該

栽培に従事させる補助者に不在時の状況を報告さ

せることや、監視カメラなど栽培地の出入りを記

録すること等で不在時の状況を確認することが可

能な場合を含む。 

６ 専ら補助者に栽培管理を行わせることはできな

いこと。 

７ 法人又は団体の場合は、役員又は従業員などか

ら大麻草の栽培に従事する者を定めて、栽培させ

ること。その場合、当該者を栽培地付近に居住さ

せる等、常駐させることにより、実地に管理する

こと。 

なお、法人又は団体による栽培の場合、業務管

理体制として、次の要件を充足すること。 

（１）栽培、保管管理等、関連する過程に係る責任
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法令の規定 審査基準 指導基準 

分担が明確であり、それを総括する者がいるこ

と。 

（２）各過程の連携、相互チェックにより大麻の横

流し等の防止の措置がなされていること。 

 （５）大麻草の種子等の入手先が明確であり、かつ濃度

基準値を越えない大麻草の種子等を用いて栽培する

ことが明らかであること。 

大麻草種子の入手先の明確性を担保するため、種

子の譲渡受に係る契約書、種子を外国から輸入する

際に相手方が発行する品種を証明する書類等を添付

すること。 

Δ ９－ＴＨＣの濃度基準値を超えない大麻草の

栽培であることを担保するため、播種する大麻草の

Δ９－ＴＨＣ濃度が確認できる書類を添付するこ

と。 

前年において免許を有していない場合には、不正

栽培により得られた種子等でないことを明らかにす

ること。 

※播種する予定の大麻草のデータが古い等、濃度

基準値を超えない大麻草であるか否かの明確な判断

が困難な場合は、免許交付後、入手した当該大麻草

の種子を分析機関に人工光下で栽培したものを検査

させ、濃度基準値以下であることを確認した後、栽

培を開始する等の条件を免許に付す場合がある。 

 

 

 （６）必要に応じ、次の交雑を防止するための措置を講

じていること。 

ア 他の栽培者の栽培地と一定の距離（概ね５キロ

メートル）をとること。 

イ 新たな種子を毎年作付けの際に外部から提供を

受けること。 

ウ ビニルハウス等を設置すること 。 

エ 栽培地周辺に野生種が発生している可能性があ

る場合は、交雑防止のためビニルハウス内や屋内

で栽培すること、自家増殖した種子を用いないこ

と、種子採取用の大麻草のみビニルハウス内で栽
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法令の規定 審査基準 指導基準 

培させる等の措置を講じること。 

なお、他の大麻草栽培者の栽培地近隣を栽培地

とする場合には、申請者が交雑防止措置を講ずる

こと。 

 ３ 盗難防止対策  

 栽培を行う土地、施設等には、盗難防止対策を講ず

ること。 

大麻草には、多寡に差はあるもののＴＨＣ類が含ま

れていること及びΔ９－ＴＨＣ濃度が低い大麻草を栽

培していることを前提として、次に例示するような栽

培地の状況に応じた大麻草の盗難防止策を講じるこ

と。 

（１）人目に付きにくく、敷地境界線から十分に距離が

離れている場合には、注意喚起の看板を設置するこ

とや、定期的に見回りを実施することに加え、そう

した盗難防止対策を防犯機器等で補完すること。 

（２）地域で従前より栽培を行っており、地域で監視体

制が構築され、定期的に見回りが行われている等、

不審な外部者の栽培地への立入りが困難な場合に

は、必ずしも柵の設置等の措置は要しないこと。 

（３）上記以外の地域においても、栽培地の目立ちやす

さ、地域の窃盗等の犯罪発生動向、注意喚起の方法

及び日常的な監視の状況等を勘案して、状況に応じ

た盗難防止対策を検討すること。盗難防止のための

措置をとる場合であっても、一般的な農作物の盗難

防止対策として実施している一般的な方法を参考に

合理的な対策を柔軟に検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 一般の農作物と同程度の盗難防止対策としては

次のような策を講じること。 

・ネット、簡易な柵を設置する 

・「盗難注意」、「立入禁止」等の看板を設置する 

・防犯カメラ、センサーライト、防犯ブザー等を

設置する 

・通行人から見える位置に「防犯カメラ作動中」

等のステッカーや看板を設置する 

・定期的に巡回する 

 ※上記の審査基準に基づいて免許を付与するに当た

り、一定の条件を付す場合がある。 

・行政への報告、行政による立入り等の監視指導に対

応・協力すること。 

・免許を受けた栽培者は、大麻草には麻薬が含まれて

いることを認識して、その厳重かつ適正な管理に留
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法令の規定 審査基準 指導基準 

意するとともに、大麻の濫用を助長することにつな

がるような宣伝や広告等を行わないこと。 

・使用する種子が濃度基準値以下のものであることが

明らかでない場合に当該種子を用いて栽培しようと

するときは、その種子が濃度基準値以下のものであ

ることを、検査機関が人工光下の促成栽培による分

析で確認したものを播種すること。 
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第４ 大麻の栽培地外への持ち出し許可申請関係 

法令の規定 審査基準 指導基準 

第一種大麻草採取栽培者は、その所有する大麻をそ

の栽培地外へ持ち出してはならない。ただし、都道府県

知事の許可を受けたとき、又は次条第２項の規定によ

る届出をしたときは、この限りでない。（法第 11条） 

第一種大麻草採取栽培者は、その栽培地外において、

その所有する大麻を廃棄しようとするときは、廃棄す

る大麻の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道

府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に当該大

麻を廃棄しなければならない。（法第 12条第２項） 

法第 11 条ただし書きに規定する大麻の持ち出し許可

は、法第 12条の４第１項に基づく大麻草の加工のため譲

り渡す場合、複数の栽培地を登録している場合であって

それらの栽培地間で移動させる場合、栽培した大麻草を

外部の分析機関に譲り渡す場合、大麻草を司法警察職員

へ任意提出する場合、その他知事が適切と認める場合に

限ること。 

原則、持ち出しの都度許可を得ること。 

収穫時期など一定期間中に複数回の持ち出しが

想定される場合は、一定期間(例えば１月単位)の持

ち出し許可を事前に受けること。 

 

   

 


